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 富山県民福祉条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  令和元年８月30日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第38号 

   富山県民福祉条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県民福祉条例施行規則（平成９年富山県規則第54号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表第３の１の表の１の項⑴のイ中「車いす使用者用便房」を「車椅子使用者用 

便房」に、「車いすを」を「車椅子を」に、「車いす使用者」」を「車椅子使用者 

」」に、「だれでもが」を「誰もが」に改め、同項⑴のウ中「車いす使用者用駐車 

施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に、「車いす使用者が」を「車椅子使用者が」 

に改め、同項⑵のイの 中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め、同項⑵の 

ウの 中「車いす」を「車椅子」に改め、同項⑵のウの 中「車いす使用者」を 

「車椅子使用者」に改め、同項⑵のエの 中「勾
こう

配」を「勾配」に改め、同項⑵の 

オの 中「かご」を「籠」に、「車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設」 

を「車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設」に改め、同項⑵のオの か 

ら までの規定中「かご」を「籠」に改め、同項⑵のオの 中「かご」を「籠」に、 

「車いす」を「車椅子」に改め、同項⑵のオの 中「かご」を「籠」に、「車いす 

使用者」を「車椅子使用者」に改め、同項⑵のオの から までの規定及び のａ 
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中「かご」を「籠」に改め、同項⑵のオの のｂ中「かご」を「籠」に、「車いす 

使用者」を「車椅子使用者」に改め、同項⑵のオの のｃ及びカの 中「かご」を 

「籠」に改め、同項⑵のカの 中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に、「かご」 

を「籠」に改め、同項⑵のキ中「車いすに」を「車椅子に」に、「車いす使用者」 

を「車椅子使用者」に改め、同項⑵のクの 中「車いす」を「車椅子」に改め、同 

項⑵のクの 中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め、同項⑵のクの 中 

「勾
こう

配」を「勾配」に改め、同表の２の項及び４の項中「勾
こう

配」を「勾配」に改め、 

同表の５の項⑴のア中「車いす使用者用便房」を「車椅子使用者用便房」に改め、 

同表の６の項中「もの又は」を「ものにベッドを備えた客室等を設ける場合におい 

てはその１以上の室を、」に、「、その１」を「客室等の総数に 100分の１を乗じ 

て得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）」に改 

め、同項⑵のア並びにイの 及び 以外の部分中「車いす使用者用便房」を「車椅 

子使用者用便房」に改め、同項⑵のイの 及び同項⑶のイ中「車いす使用者」を 

「車椅子使用者」に改め、同表の７の項中「車いす使用者が」を「車椅子使用者が」 

に改め、同項⑴、同項⑵並びに同項⑶のア及びイ以外の部分中「車いす使用者」を 

「車椅子使用者」に改め、同項⑶のイの 中「勾
こう

配」を「勾配」に改め、同表の９ 

の項中「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に改め、同表の 

10の項⑶中「溝ぶた」を「溝蓋」に、「車いす」を「車椅子」に改め、同項⑷のア 

中「勾
こう

配」を「勾配」に改め、同表の11の項⑵の 中「勾
こう

配」を「勾配」に改める。 

 別表第３の２の表の１の項⑵中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め、同 

表の２の項⑶中「車いす使用者用特殊構造昇降機」を「車椅子使用者用特殊構造昇 

降機」に改め、同表の３の項⑵中「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同表の 

５の項中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改める。 

 別表第３の３の表の歩道の項⑶中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め、 

同項⑷中「切り下げ部分の勾
こう

配」を「切下げ部分の勾配」に改め、同項⑸中「溝ぶ 

た」を「溝蓋」に、「車いす」を「車椅子」に改める。 

 別表第３の４の表の１の項⑵中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め、同 

表の２の項⑶中「縦断勾
こう

配は、原則」を「縦断勾配は、原則」に、「最大縦断勾
こう

配」 

を「最大縦断勾配」に改め、同項⑷中「縦断勾
こう

配」を「縦断勾配」に改め、同項⑸ 
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中「溝ぶた」を「溝蓋」に、「車いす」を「車椅子」に改め、同項⑺のイ中「縦断 

勾
こう

配」を「縦断勾配」に改め、同表の４の項中「車いす使用者用駐車施設」を「車 

椅子使用者用駐車施設」に改める。 

 別表第４の公共交通機関の施設の項中「車いす使用者用便房」を「車椅子使用者 

用便房」に改める。 
 

 様式第２号中 
｢ イ 車いす使用者が容易に開閉し 

 て通過できる構造の戸で、その 
 前後に高低差がないこと。 ｣ 

を 

 
｢ イ 車椅子使用者が容易に開閉し 

 て通過できる構造の戸で、その 
 前後に高低差がないこと。 ｣ 

に、 

 
｢   エ 50ｍ以内ごとに車いすの転回 

 に支障がない場所の確保 
適・否   

 オ 車いす使用者が容易に開閉し 
 て通過できる構造の戸で、その 
 前後に高低差がないこと。 

適・否 
 

 
 ⑷ 傾斜路 

 
 

ア 手すりの設置（勾
こう

配が１／12 
 を超え、又は高さが16㎝を超え 
 る傾斜がある部分に限る。） 

適・否 
 

｣ 

を 
 
｢   エ 50ｍ以内ごとに車椅子の転回 

 に支障がない場所の確保 
適・否   

 オ 車椅子使用者が容易に開閉し 
 て通過できる構造の戸で、その 
 前後に高低差がないこと。 

適・否 
 

 
 ⑷ 傾斜路 ア 手すりの設置（勾配が１／12 

 を超え、又は高さが16㎝を超え 
 る傾斜がある部分に限る。） 

適・否 
 

｣ 

に、 
 
｢   カ 勾

こう

配は、１／12以下（高さが 

 16㎝以下の場合は、１／８以下) 
適・否  

｣ 

を 
 
｢   カ 勾配は、１／12以下（高さが 

 16㎝以下の場合は、１／８以下) 
適・否 

 

｣ 
 

 

「  かごは、利用居室､ 
 車いす使用者用便房 
 又は車いす使用者用 
 駐車施設のある階及 
 び地上階に停止  

 

「  籠は、利用居室、 
 車椅子使用者用便房 
 又は車椅子使用者用 
 駐車施設のある階及 
 び地上階に停止 
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に､ 
 
 
 
 
 

  かご及び昇降路の 
 出入口の幅は、80cm 
 以上  を 

 
 
 
 
 

  籠及び昇降路の出 
 入口の幅は、80cm以 
 上 

 

に、 
 
 
 
 
 

  かごの幅は、 140 
 cm以上  

  籠の幅は、 140cm 
 以上 

 

  かごの奥行きは、 
  135cm以上  

  籠の奥行きは、 
  135cm以上 

 

  かごの構造は、車 
 いすの転回に支障の 
 ないこと。 」 

  籠の構造は、車椅 
 子の転回に支障のな 
 いこと。 」 

 
｢  かご内及び乗降ロ 

 ビーの車いす使用者 
 が利用しやすい位置 
 に制御装置の設置  

を 

｢  籠内及び乗降ロビ 
 ーの車椅子使用者が 
 利用しやすい位置に 
 制御装置の設置 

 

に、 

  かご内に、停止予 
 定階及び現在位置を 
 表示する装置の設置  

  籠内に、停止予定 
 階及び現在位置を表 
 示する装置の設置 

 

  乗降ロビーに、到 
 着するかごの昇降方 
 向を表示する装置の 
 設置  

  乗降ロビーに、到 
 着する籠の昇降方向 
 を表示する装置の設 
 置 

 

  かご内に、戸の開 
 閉状態を確認するこ 
 とができる鏡の設置  

  籠内に、戸の開閉 
 状態を確認すること 
 ができる鏡の設置  

  かご内に、手すり 
 の設置 」 

  籠内に、手すりの 
 設置 」 

 
｢  かご内に、到着階 

 及び戸の閉鎖を知ら 
 せる音声装置の設置  

を 

｢  籠内に、到着階及 
 び戸の閉鎖を知らせ 
 る音声装置の設置 

 

に、 

  かご内及び乗降ロ 
 ビーに、視覚障害者 
 が円滑に操作するこ 
 とができる制御装置 
 の設置  

  籠内及び乗降ロビ 
 ーに、視覚障害者が 
 円滑に操作すること 
 ができる制御装置の 
 設置  

  かご内又は乗降ロ 
 ビーに、到着するか 
 ごの昇降方向を知ら 
 せる音声装置の設置 」 

  籠内又は乗降ロビ 
 ーに、到着する籠の 
 昇降方向を知らせる 
 音声装置の設置 」 

 
｢ イ かごの幅は、70cm以上、かつ､ 

 奥行きは 120cm以上 ｣ 
を 

｢ イ 籠の幅は、70cm以上、かつ､ 
 奥行きは 120cm以上 ｣ 

に、 

 
｢   ウ かごの床面積の十分な確保 

 （車いす使用者がかご内で方向 
 を変更する必要がある場合に限 
 る。） 

適・否 

 

｣ 
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を 
 
｢   ウ 籠の床面積の十分な確保（車 

 椅子使用者が籠内で方向を変更 
 する必要がある場合に限る。） 

適・否 
 

｣ 
 

に､ 

｢ ア ２枚以上の踏段を同一の面に 
 保ちながら、車いすに座ったま 
 ま車いす使用者を昇降できるこ 
 と。 ｣ 

を 

｢ ア ２枚以上の踏段を同一の面に 
 保ちながら、車椅子に座ったま 
 ま車椅子使用者を昇降できるこ 
 と。 ｣ 

に、 
 
｢   ウ 排水溝 

 の溝ぶた 
 の構造 

つえ、車いす等の使用
者の通行に支障のない
ものであること。 

適・否 
 

 
   エ 傾斜路 

 の構造 
 手すりの設置（勾

こう

 
 配が１／12を超え、 
 又は高さが16㎝を超 

 え、かつ、勾
こう

配が１ 
 ／20を超える傾斜が 
 ある部分に限る。） 

適・否 

 

｣ 

を 
 
｢   ウ 排水溝 

 の溝蓋の 
 構造 

つえ、車椅子等の使用
者の通行に支障のない
ものであること。 

適・否 
 

 
   エ 傾斜路 

 の構造 
 手すりの設置（勾 

 配が１／12を超え、 
 又は高さが16㎝を超 
 え、かつ、勾配が１ 
 ／20を超える傾斜が 
 ある部分に限る。） 

適・否 

 

｣ 

に、 
 
｢     勾

こう

配は、１／12以 

 下（高さが16㎝以下 
 の場合は、１／８以 
 下） 

適・否 

 

 
     高さが75㎝以内ご 

 とに踏幅 150㎝以上 

 の踊場の設置（勾
こう

配 
 が１／20を超えるも 
 のに限る。） 

適・否 

 

｣ 

を 
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｢     勾配は、１／12以 

 下（高さが16㎝以下 
 の場合は、１／８以 
 下） 

適・否 

 

 
     高さが75㎝以内ご 

 とに踏幅 150㎝以上 
 の踊場の設置（勾配 
 が１／20を超えるも 
 のに限る。） 

適・否 

 

｣ 
 

に､ 

｢ カ 50ｍ以内ごとに車いすの転回 
 に支障がない場所の確保  

を 

｢ カ 50ｍ以内ごとに車椅子の転回 
 に支障がない場所の確保  

 キ 車いす使用者が容易に開閉し 
 て通過できる構造の戸で、その 
 前後に高低差がないこと。 ｣ 

 キ 車椅子使用者が容易に開閉し 
 て通過できる構造の戸で、その 
 前後に高低差がないこと。 ｣ 

に、 
 
｢ 
 
４ 階段に 
 代わり、 
 又はこれ 
 に併設す 
 る傾斜路 

⑴ 傾斜路 ア 滑りにくい表面仕上げ 適・否  
 

 イ 存在を容易に識別できること｡ 適・否   
 ⑵ 勾

こう

配が１／12を 
 超え、又は高さが 
 16㎝を超える傾斜 
 がある部分 

手すりの設置 
 
 
 

適・否 

 

｣ 

を 
 
｢ ４ 階段に 
 代わり、 
 又はこれ 
 に併設す 
 る傾斜路 

⑴ 傾斜路 ア 滑りにくい表面仕上げ 適・否  
 

 イ 存在を容易に識別できること｡ 適・否   
 ⑵ 勾配が１／12を 

 超え、又は高さが 
 16㎝を超える傾斜 
 がある部分 

手すりの設置 
 
 
 

適・否 

 

｣ 
 

に､ 

｢ ア 車いす使用者用便房の設置 
 
 
 ｣ 

を 

｢ ア 車椅子使用者用便房の設置 

｣ 
 

に､ 

｢ 社会福祉施設等又は
ホテル若しくは旅館
の１以上の室 
 
 
 
 
 
 ｣ 

を 

｢ 社会福祉施設等の１
以上の室又はホテル
若しくは旅館の客室
等の総数に 100分の 
１を乗じて得た数 
（その数に１未満の
端数があるときは、
その端数を切り上げ
た数）以上の室 ｣ 

に、 
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｢  車いす使用者用便 

 房の設置  

を 

｢  車椅子使用者用便 
 房の設置 

 

に、 

  車いす使用者用便 
 房及び便所の出入口 
 の幅は、80cm以上  

  車椅子使用者用便 
 房及び便所の出入口 
 の幅は、80cm以上 

 

  車いす使用者が容 
 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 」 

  車椅子使用者が容 
 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 」 

 
｢  車いす使用者が円 

 滑に利用できる空間 
 の確保 」 

を 

｢  車椅子使用者が円 
 滑に利用できる空間 
 の確保 」 

に、 

 
｢   車いす使用者が容 

 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 

 

を 

｢   車椅子使用者が容 
 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 

 

に、 

 ア 車いす使用者用席の幅は90㎝ 
 以上、奥行きは 120㎝以上 」 

 ア 車椅子使用者用席の幅は90㎝ 
 以上、奥行きは 120㎝以上 」 

 
｢  

 
⑵ 車いす使用者用 
 席に至る１以上の 
 通路 

ア 幅は、 120㎝以上 適・否  
 

 イ 傾斜路 
 の構造 
 

 勾
こう

配は１／12以下 

 （傾斜路の高さが16 
 ㎝以下の場合は、１ 
 ／８以下） 

適・否 

 

｣ 

を 
 
｢  

 
⑵ 車椅子使用者用 
 席に至る１以上の 
 通路 

ア 幅は、 120㎝以上 適・否  
 

 イ 傾斜路 
 の構造 
 

 勾配は１／12以下 
 （傾斜路の高さが16 
 ㎝以下の場合は、１ 
 ／８以下） 

適・否 

 

｣ 
 

に､ 
｢ ⑴ 車いす使用者用 

 駐車施設 
ア 車いす使用者用駐車施設の設 
 置 ｣ 

を 

 
｢ ⑴ 車椅子使用者用 

 駐車施設 
ア 車椅子使用者用駐車施設の設 
 置 ｣ 

に、 

 
｢ ウ 排水溝 

 の溝ぶた 
 の構造 

つえ、車いす等の使用
者の通行に支障のない
ものであること。 

 

を 

｢ ウ 排水溝 
 の溝蓋の 
 構造 

つえ、車椅子等の使用
者の通行に支障のない
ものであること。 

 

に、 

 滑りにくい表面仕上げ 」  滑りにくい表面仕上げ 」 
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｢  ⑶ 排水溝の溝ぶた つえ、車いす等の使用者の通行に

支障のないものであること。 
適・否 

 
 

  ⑷ 傾斜路 ア 手すりの設置（勾
こう

配が１／12 

 を超え、又は高さが16㎝を超え､ 

 かつ、勾
こう

配が１／20を超える傾 
 斜がある部分に限る。） 

適・否 

 

｣ 

を 
 
｢  ⑶ 排水溝の溝蓋 つえ、車椅子等の使用者の通行に

支障のないものであること。 
適・否 

 
 

  ⑷ 傾斜路 ア 手すりの設置（勾配が１／12 
 を超え、又は高さが16㎝を超え､ 
 かつ、勾配が１／20を超える傾 
 斜がある部分に限る。） 

適・否 

 

｣ 

に改める。            

 様式第２号の２中 

｢ ア かご内に、出入口の戸の開閉 
 状態を確認することができる鏡 
 の設置  

を 

 イ かご内に、手すりの設置 ｣ 
 
   

に､ 

「  車いす使用者用便 
 房の設置 

」 

を 

   
     車いす使用者用便 

 房及び便所の出入口 
 の幅は、80cm以上 

「 ア 籠内に、出入口の戸の開閉状 
 態を確認することができる鏡の 
 設置 

 
  
    車いす使用者が容 

 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 

 イ 籠内に、手すりの設置 」 
   
   
 
「  車椅子使用者用便 

 房の設置 
 

に､ 

    
     

  車椅子使用者用便 
 房及び便所の出入口 
 の幅は、80cm以上 

     
     
 「  車いす使用者が円 

 滑に利用できる空間 
 の確保 

 

を 
  

  車椅子使用者が容 
 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 

  
」   

     
     
     
」     

 
    「  車いす使用者が容 

 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 

 

を 
「  車椅子使用者が円 

 滑に利用できる空間 
 の確保 

 

に､ 
  

    
 」   
     」 
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「  車椅子使用者が容 

 易に開閉して通過で 
 きる構造の戸で、そ 
 の前後に高低差がな 
 いこと。 

     

を 

  

に､ 

   
  「 ア 車いす使用者用席の幅は90cm 

 以上、奥行きは 120cm以上 」 
  
  
     
 」     
 
「 ア 車椅子使用者用席の幅は90cm 

 以上、奥行きは 120cm以上 」 
に、 

 
｢  

 
⑵ 車いす使用者用 
 席に至る１以上の 
 通路 

ア 幅は、 120㎝以上 適・否  
 

 イ 傾斜路 
 の構造 
 

 勾
こう

配は１／12以下 
 （傾斜路の高さが16 
 ㎝以下の場合は、１ 
 ／８以下） 

適・否 

 

｣ 

を 
 
｢  

 
⑵ 車椅子使用者用 
 席に至る１以上の 
 通路 

ア 幅は、 120㎝以上 適・否  
 

 イ 傾斜路 
 の構造 
 

 勾配は１／12以下 
 （傾斜路の高さが16 
 ㎝以下の場合は、１ 
 ／８以下） 

適・否 

 

｣ 
 

に､ 

｢ 通路の排水溝の溝ぶ
た 

つえ、車いす等の使用者の通行に
支障のないものであること。  

を 
 ⑴ 排水溝の溝ぶた つえ、車いす等の使用者の通行に

支障のないものであること。 ｣ 
 
｢ 通路の排水溝の溝蓋 つえ、車椅子等の使用者の通行に

支障のないものであること。  
に改める。 

 ⑴ 排水溝の溝蓋 つえ、車椅子等の使用者の通行に
支障のないものであること。 ｣ 

 

 様式第３号中 
｢ イ 車いす使用者が通過する際に 

 支障となる段を設けないこと。 ｣ 
を 

 
    ｢ イ 傾斜路又は車いす使用者用特 

 殊構造エレベーターの設置（高 
 低差がある場合に限る。） ｣ 

を 
｢ イ 車椅子使用者が通過する際に 

 支障となる段を設けないこと。 ｣ 
に､ 

     
 
｢ イ 傾斜路又は車椅子使用者用特 
 殊構造エレベーターの設置（高 
 低差がある場合に限る。） 

 

に､ 
｣ 

 

 
｢   イ 勾

こう

配は、１／12以下（傾斜路 
 の高さが16㎝以下の場合は、１ 
 ／８以下） 

適・否 
 

｣ 
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を 
 
｢   イ 勾配は、１／12以下（傾斜路 

 の高さが16㎝以下の場合は、１ 
 ／８以下） 

適・否 
 

｣ 
 

に､ 
｢ イ 手すりの端部付近への点字の 

 はり付け ｣ 
を 

｢ イ 手すりの端部付近への点字の 
 貼り付け ｣ 

 

に､ 

｢ ア かごは、利用居室、車いす使 
 用者用便房又は車いす使用者用 
 駐車施設のある階及び地上階に 
 停止  

を 

｢ ア 籠は、利用居室、車椅子使用 
 者用便房又は車椅子使用者用駐 
 車施設のある階及び地上階に停 
 止  

 イ かご及び昇降路の出入口の幅 
 は、80cm以上  

 イ 籠及び昇降路の出入口の幅は､ 
 80cm以上  

 ウ かごの幅は、 140cm以上   ウ 籠の幅は、 140cm以上  
 エ かごの奥行きは、 135cm以上   エ 籠の奥行きは、 135cm以上  
 オ かごの構造は、車いすの転回 
 に支障のないこと。 ｣ 

 オ 籠の構造は、車椅子の転回に 
 支障のないこと。 ｣ 

 

に､ 

｢ キ かご内及び乗降ロビーの車い 
 す使用者が利用しやすい位置に 
 制御装置の設置  を 

｢ キ 籠内及び乗降ロビーの車椅子 
 使用者が利用しやすい位置に制 
 御装置の設置  

 ク かご内に、停止予定階及び現 
 在位置を表示する装置の設置 ｣ 

 ク 籠内に、停止予定階及び現在 
 位置を表示する装置の設置 ｣ 

に、 
 
｢   ケ 乗降ロビーに、到着するかご 

 の昇降方向を表示する装置の設 
 置 

適・否 
 

｣ 

を 
 
｢   ケ 乗降ロビーに、到着する籠の 

 昇降方向を表示する装置の設置 適・否  
｣ 

 

に､ 

｢ コ かご内に、戸の開閉を確認す 
 ることができる鏡の設置  

を 

｢ コ 籠内に、戸の開閉を確認する 
 ことができる鏡の設置  

 サ かご内に、手すりの設置   サ 籠内に、手すりの設置  
 シ かご内に、到着階及び戸の閉 
 鎖を知らせる音声装置の設置  

 シ 籠内に、到着階及び戸の閉鎖 
 を知らせる音声装置の設置  

 ス かご内及び乗降ロビーに、視 
 覚障害者が円滑に操作すること 
 ができる制御装置の設置  

 ス 籠内及び乗降ロビーに、視覚 
 障害者が円滑に操作することが 
 できる制御装置の設置  

 セ かご内又は乗降ロビーに、到 
 着するかごの昇降方向を知らせ 
 る音声装置の設置 ｣ 

 セ 籠内又は乗降ロビーに、到着 
 する籠の昇降方向を知らせる音 
 声装置の設置 ｣ 
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に､ 

｢  車いす使用者が通 
 過する際に支障とな 
 る段がないこと（傾 
 斜路を設置する場合 
 を除く。）。  を 

｢  車椅子使用者が通 
 過する際に支障とな 
 る段がないこと（傾 
 斜路を設置する場合 
 を除く。）。  に、 

  高齢者、障害者等 
 の円滑な利用に適し 
 た構造を有する便房 
 を設置した旨の表示 」 

  高齢者、障害者等 
 の円滑な利用に適し 
 た構造を有する便房 
 を設置した旨の表示 」 

 
｢ ウ 車いす使用者の円滑な利用に 

 適した広さの確保  
を 

｢ ウ 車椅子使用者の円滑な利用に 
 適した広さの確保 

 

に、  ア 出入口 
 の構造 

 車いす使用者が通 
 過する際に支障とな 
 る段がないこと。 」 

 ア 出入口 
 の構造 

 車椅子使用者が通 
 過する際に支障とな 
 る段がないこと。 」 

 
｢ オ 車いす使用者の円滑な利用に 

 適した広さの確保 」 
を 

｢ オ 車椅子使用者の円滑な利用に 
 適した広さの確保 」 

に、 

 
｢  車いす使用者が通 

 過する際に支障とな 
 る段がないこと（傾 
 斜路を設置する場合 
 を除く。）。  を 

｢  車椅子使用者が通 
 過する際に支障とな 
 る段がないこと（傾 
 斜路を設置する場合 
 を除く。）。  に、 

  高齢者、障害者等 
 の円滑な利用に適し 
 た構造の便所である 
 旨の表示 」 

  高齢者、障害者等 
 の円滑な利用に適し 
 た構造の便所である 
 旨の表示 」 

 
｢ ウ 車いす使用者の円滑な利用に 

 適した広さの確保  を 
｢ ウ 車椅子使用者の円滑な利用に 
 適した広さの確保  に改 

 エ 腰掛便座及び手すりの設置 」  エ 腰掛便座及び手すりの設置 」 

める。                          
 

 様式第４号中 

「 ウ 
段 
差 
の 
切 
り 
下 
げ 」 

を 

「 ウ 
 
段 
差 
の 
切 
下 
げ 」 

に、 

 
｢   エ 切り下げ部分の勾

こう

配は、８％以 
 下 

適・否  

 
   オ つえ、車いす等の使用者の通行 

 に支障のない溝ぶた 適・否  
｣ 

を 
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｢   エ 切下げ部分の勾配は、８％以下 適・否   
   オ つえ、車椅子等の使用者の通行 

 に支障のない溝蓋 
適・否  

｣ 

に改める。                               
 

 様式第５号中 
｢ イ 車いす使用者が通過する際に支 
 障となる段を設けないこと 」 

を 

 
｢ イ 車椅子使用者が通過する際に支 
  障となる段を設けないこと。 」 

に、 

 
｢ ２ 園路 出入口から主要 

な施設に至る１ 
以上の園路 

ア 滑りにくい表面仕上げ 適・否   
 イ 幅は、 120㎝以上 適・否   
 ウ 縦断勾

こう

配は、４％以下、最大縦 

 断勾
こう

配は、８％以下 
適・否 

 

｣ 

を 
 
｢ ２ 園路 出入口から主要 

な施設に至る１ 
以上の園路 

ア 滑りにくい表面仕上げ 適・否   
 イ 幅は、 120㎝以上 適・否   
 ウ 縦断勾配は、４％以下、最大縦 

 断勾配は、８％以下 適・否  
｣ 

 

に､ 
｢ オ つえ、車いす等の使用者の通行 
 に支障のない溝ぶた 」 

を 
｢ オ つえ、車椅子等の使用者の通行 
 に支障のない溝蓋 」 

 
に､ ｢   回り段を設けないこと 」 を ｢   回り段を設けないこと。 」 に、 

                                    
｢   傾 

斜 
路 
等 
の 
構 
造 

 縦断勾
こう

配は、８％以下 適・否   
   手すりの設置 適・否   
   滑りにくい表面仕上げ 適・否   
    園路等との色の明度、色相 

 又は彩度の差が大きいことに 
 より存在を容易に識別できる 
 もの 

適・否 

 

｣ 

を                                     
 
｢   傾 

斜 
路 
等 
の 
構 
造 

 縦断勾配は、８％以下 適・否   
  手すりの設置 適・否   
  滑りにくい表面仕上げ 適・否   
  園路等との色の明度、色相 

 又は彩度の差が大きいことに 
 より存在を容易に識別できる 
 もの 

適・否 

 

｣ 
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に､ 

｢ 車いす使用者用 
駐車施設 

」 

を 

｢ 車椅子使用者用 
駐車施設 

」 

に、 

 
｢  ア 車いす使用者用駐車施設の設置 」 を ｢  ア 車椅子使用者用駐車施設の設置 」 に、 
 
｢  車いす使用者用である旨の 
 表示 」 

を 
｢  車椅子使用者用である旨の 
 表示 」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県民福祉条例施行規則に定める様式による用紙は、 

 当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （厚生企画課）  
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